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2026年６月 29日 

各 位 
会社名            株式会社 ヨータイ 

代表者名         取締役社長 田口 三男 

（コード番号 5357 東証プライム市場） 

問合せ先  専務取締役本社業務部長 竹林 真一郎 

電話番号        （TEL： 072－430－2100） 

 

上場維持基準への適合に向けた計画について 

 

当社は、2026 年３月末時点において、東京証券取引所プライム市場における上場維持基準に適合しない状態とな

りました。 

下記のとおり、上場維持基準への適合に向けた計画を作成しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．当社の上場維持基準への適合状況及び改善期間 

当社の 2026 年３月 31 日時点における東京証券取引所プライム市場の上場維持基準への適合状況は、下表のとお

りとなっており、流通株式比率については基準に適合しておりません。当社は、2027 年３月までに上場維持基準へ

の適合に向け、次のとおり各種取組みを進めてまいります。なお、流通株式比率について、2027 年３月 31日までの

改善期間内に適合していることが確認できなかった場合には、東京証券取引所より監理銘柄（確認中）に指定され

ます。その後、当社が提出する 2027 年３月 31 日時点の分布状況表に基づく東京証券取引所の審査の結果、流通株

式比率の基準に適合している状況が確認されなかった場合には、整理銘柄に指定され、当社株式は 2027 年 10 月１

日に上場廃止となります。 

 

 株主数 流通株式数 流通株式時価総額 流通株式比率 

当社の状況 

（基準日時点） 
6,630人 67,090 単位 12,624 百万円 34.2％ 

上場維持基準 800人 20,000 単位 10,000 百万円 35.0％ 

計画期間 ― ― ― 2027年３月まで 

※ 当社の適合状況は、東京証券取引所が基準日時点で把握している当社の株券等の分布状況等をもとに算出を行

ったものであり、東京証券取引所より受領した「上場維持基準への適合状況について」から転記したものです。 

 

２．上場維持基準への適合に向けた取組の基本方針 

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた諸施策に取り組み、当社株式の魅力を高めることに

より、個人株主をはじめとした流通株式数への算入が可能な株主数の増加を図り、東京証券取引所プライム市場に

おける上場維持基準の適合を目指してまいります。 

 

３．上場維持基準への適合に向けた課題と取組内容 

（１）課題 
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現在、流通株式比率が東京証券取引所プライム市場の上場維持基準を満たしておりませんが、その主な要因は、

当社株式を長期継続保有いただいている国内事業法人・金融機関等の比率が高く、株式市場における流動性が低い

ことにあると認識しております。 

 

（２）取組内容 

①政策保有株式の縮減等による流通株式の拡大 

当社株式を長期保有いただいている国内事業法人・金融機関等に対し、コーポレートガバナンス・コード

の趣旨も踏まえ、保有する当社株式（政策保有株式等）の縮減に向けた対話を進めております。すでに一部の

事業法人株主からは、2026 年度中に保有株式を売却する意向を確認しており、市場環境や株価に与える影響

に配慮して段階的な売却を進めていただくことで、流通株式比率の確実な改善を図ります。 

 

②持続的な企業価値の向上 

2024 年５月 10 日に開示いたしました「第二次中期経営計画（2024-2026 年度）」において掲げた基本方針

である「「目指す企業像」の実現に向けて継続的な体制づくりと新たな収益源の育成を行う期間とし、引き続

き、ヒト・モノ・情報への投資を行い、投資効果の拡大を図りながら、環境変化に対応して収益力の強化・収

益源の多様化を目指します。」をもとに、第二次中期経営計画の重点施策を着実に実施いたします。持続的な

成長と中長期的な企業価値向上に努めるとともに、投資家・株主との対話推進および情報開示の充実（統合

報告書の発行、機関投資家ならびに個人投資家向け説明会の開催、当社ウェブサイトを通じた積極的な情報

発信等）を行うことで当社株式の投資対象としての魅力を高め、個人株主をはじめとした流通株式数への算

入が可能な株主数の増加を図り、流通株式比率の改善を図ります。 

 

以 上 


